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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案

※改正に係る箇所のみ抜粋。

第１章 総 則

第１節 教育目標

（略）

第２節 教育課程の編成

第１ 一般方針

１ （略）

２ 学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）

を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとより，

各教科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動のそれぞ

れの特質に応じて，児童又は生徒の発達の段階を考慮して，適切な指導を行

わなければならない。

小学部における道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育

の根本精神に基づき，自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自

立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことを目標とする。

中学部における道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育

の根本精神に基づき，人間としての生き方を考え，主体的な判断の下に行動

し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性

を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念

を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心を

もち，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性

豊かな文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国家及び社会の形成者と

して，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際

社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育
ひら

成に資することとなるよう特に留意しなければならない。

３ （略）

４ 学校における自立活動の指導は，障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服し，自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動全体を通

じて適切に行うものとする。特に，自立活動の時間における指導は，各教科，

道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連を保ち，
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個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を的確に把握して，適切な

指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項

１ 第２章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動の

内容に関する事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱

わなければならない。

２ 学校において特に必要がある場合には，第２章以下に示していない内容を

加えて指導することができる。また，第２章第１節第１款及び同章第２節第

１款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第２章及び中学校学

習指導要領第２章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を

示す事項は，全ての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や

程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場合には，この事

項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場合には，第２章

以下に示す各教科，道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動並びに各学

年，各分野又は各言語（知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う

特別支援学校においては，各教科，道徳科，特別活動及び自立活動）の目標

や内容の趣旨を逸脱したり，児童又は生徒の負担過重となったりすることの

ないようにしなければならない。

３ 第２章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動並

びに各学年，各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合

を除き，指導の順序を示すものではないので，学校においては，その取扱い

について適切な工夫を加えるものとする。

４・５ （略）

６ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において

は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育及び職業・家庭の各教

科，道徳科，総合的な学習の時間，特別活動並びに自立活動については，特

に示す場合を除き，全ての生徒に履修させるものとする。また，外国語科に

ついては，学校や生徒の実態を考慮し，必要に応じて設けることができる。

７ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校におい

て，各教科の指導に当たっては，各教科（小学部においては各教科の各段階。

以下この項において同じ。）に示す内容を基に，児童又は生徒の知的障害の

状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定するものとする。また，各

教科，道徳科，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導を行う

場合には，各教科，道徳科，特別活動及び自立活動に示す内容を基に，児童

又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定する
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ものとする。

８ （略）

９ 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，小

学部においては第３章において準ずるものとしている小学校学習指導要領第

３章第２に示す内容，中学部においては第３章において準ずるものとしてい

る中学校学習指導要領第３章第２に示す内容とする。

第３ 授業時数等の取扱い

１ 小学部又は中学部の各学年における第２章以下に示す各教科（知的障害者

である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において，外国語科を

設ける場合を含む。以下同じ。），道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，

特別活動（学級活動（学校給食に係るものを除く。）に限る。以下この項，

４及び６において同じ。）及び自立活動（以下「各教科等」という。）の総授

業時数は，小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずるものとす

る。この場合，各教科等の目標及び内容を考慮し，それぞれの年間の授業時

数を適切に定めるものとする。

２～８ （略）

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ （略）

２ 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1)～(16) （略）

３ 道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学校においては，第１の２に示す道徳教育の目標を踏まえ，道徳教育

の全体計画を作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する

教師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力して

道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全体計画の作成に当たっては，

児童又は生徒，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重点目

標を設定するとともに，道徳科の指導方針，第３章において準ずるものと

している小学校学習指導要領第３章第２に示す内容又は中学校学習指導要

領第３章第２に示す内容との関連を踏まえた各教科，外国語活動，総合的

な学習の時間，特別活動及び自立活動における指導の内容及び時期並びに

家庭や地域社会との連携の方法を示すこと。

(2) 小学部においては，児童の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえ，

指導内容の重点化を図ること。その際，各学年を通じて，自立心や自律性，

生命を尊重する心や他者を思いやる心を育てることに留意すること。また，
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各学年段階においては，次の事項に留意すること。

ア 第１学年及び第２学年においては，挨拶などの基本的な生活習慣を身

に付けること，善悪を判断し，してはならないことをしないこと，社会

生活上のきまりを守ること。

イ 第３学年及び第４学年においては，善悪を判断し，正しいと判断した

ことを行うこと，身近な人々と協力し助け合うこと，集団や社会のきま

りを守ること。

ウ 第５学年及び第６学年においては，相手の考え方や立場を理解して支

え合うこと，法やきまりの意義を理解して進んで守ること，集団生活の

充実に努めること，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と

郷土を愛するとともに，他国を尊重すること。

(3) 小学部においては，学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，

集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動，地域の行事への参加な

どの豊かな体験を充実すること。また，道徳教育の指導内容が，児童の日

常生活に生かされるようにすること。その際，いじめの防止や安全の確保

等にも資することとなるよう留意すること。

(4) 中学部においては，生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえ，

指導内容の重点化を図ること。その際，小学部における道徳教育の指導内

容を更に発展させ，自立心や自律性を高め，規律ある生活をすること，生

命を尊重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てる

こと，法やきまりの意義に関する理解を深めること，自らの将来の生き方

を考え主体的に社会の形成に参画する意欲と態度を養うこと，伝統と文化

を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊

重すること，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けることに留

意すること。

(5) 中学部においては，学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，

職場体験活動やボランティア活動，自然体験活動，地域の行事への参加な

どの豊かな体験を充実すること。また，道徳教育の指導内容が，生徒の日

常生活に生かされるようにすること。その際，いじめの防止や安全の確保

等にも資することとなるよう留意すること。

(6) 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極

的に公表したり，道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参

加や協力を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の

連携を図ること。

第５ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
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１ 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には，次に示すとこ

ろによるものとする。

(1) （略）

(2) 各教科及び道徳科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を，当該学年

の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって，替えることができる

こと。

(3) 中学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部

を，当該各教科に相当する小学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関

する事項の全部又は一部によって，替えることができること。

(4)・(5) （略）

２ （略）

３ 重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある場合には，各教科，

道徳科，外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又

は各教科，外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動を主

として指導を行うことができるものとする。

４・５ （略）

第３章 特別の教科 道徳

小学部又は中学部の道徳科の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱いに

ついては，それぞれ小学校学習指導要領第３章又は中学校学習指導要領第３章に

示すものに準ずるほか，次に示すところによるものとする。

１～３ （略）

第７章 自立活動

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１・２ （略）

３ 指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学

習の時間及び特別活動の指導と密接な関連を保つようにし，計画的，組織的

に指導が行われるようにするものとする。

４～７ （略）


